
６ 月 定 例 会
会期６/10㊊▶７/２㊋

蓮
田
市
地
区
計
画
区
域
内
に
お
け
る

建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
な
ど

　
　
 12
議
案
を
同
意
・
承
認
・
可
決

令
和
６
年
６
月
定
例
会
は
、
去
る
６
月
10
日
か
ら
７
月
２
日
ま
で
の
23
日
間
の

会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
は
初
日
に
市
長
提
出
議
案
と
し
て
、「
蓮
田
市
農
業
委
員
会
委
員

の
任
命
に
つ
い
て
」
の
人
事
案
件
の
ほ
か
「
蓮
田
市
地
区
計
画
区
域
内
に
お
け
る

建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
」
や
「
令
和
６
年
度
蓮
田
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）」
な
ど
13
議
案
が
上
程
さ
れ
、
こ
の
う
ち
12
議
案
を
同
意
、
承
認
、
可

決
し
、「
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
」
の
１
議
案
は
継
続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。

定例会初日　議案の提案説明を行う山口市長

市

長

提

出

議

案

議
案
第
32
号
　
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て

蓮
田
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正

主
な
内
容
は
、
市
民
税
及
び
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
、
職
権
に
よ
る
減
免
を
可
能
と
す
る
規
定
を

加
え
、
個
人
市
民
税
の
特
別
税
額
控
除
に
係
る
規

定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
固
定
資
産
税

の
税
負
担
の
調
整
措
置
に
つ
い
て
、
期
限
を
３
年

間
延
長
す
る
も
の
で
す
。

施
行
日
は
令
和
６
年
４
月
１
日
で
す
。

議
案
第
33
号
　
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て

蓮
田
市
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部

を
改
正

主
な
内
容
は
、
都
市
計
画
税
の
税
負
担
の
調
整

措
置
に
つ
い
て
、
期
限
を
３
年
間
延
長
す
る
も
の

で
す
。

施
行
日
は
令
和
６
年
４
月
１
日
で
す
。

議
案
第
34
号
　
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て

蓮
田
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正

主
な
内
容
は
、
低
所
得
者
世
帯
に
対
す
る
国
民

健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置
の
判
定
に
お
い
て
、
５

議
案
第
30
号
　

蓮
田
市
農
業
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

蓮
田
市
農
業
委
員
会
委
員
の
欠
員
を
補
充

す
る
た
め
、
同
委
員
に
齋

さ
い
と
う藤

和か
ず
ひ
さ久

氏
を
任
命

す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
31
号
　

蓮
田
市
農
業
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

蓮
田
市
農
業
委
員
会
委
員
の
欠
員
を
補
充

す
る
た
め
、
同
委
員
に
渋し

ぶ

谷や

悟
 さ
と
る氏

を
任
命
す

る
も
の
で
す
。
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割
軽
減
の
対
象
世
帯
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
の

数
に
乗
ず
べ
き
金
額
を
29
万
円
か
ら
29
万
５
０
０

０
円
に
、
２
割
軽
減
の
対
象
世
帯
に
つ
い
て
は
、

53
万
５
０
０
０
円
か
ら
54
万
５
０
０
０
円
に
引
き

上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
軽
減
措
置
の
対
象
を
拡
大

す
る
も
の
で
す
。

施
行
日
は
令
和
６
年
４
月
１
日
で
す
。

議
案
第
35
号
　
蓮
田
市
個
人
番
号
の
利
用
及

び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

法
律
（
い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
）

の
一
部
改
正
に
伴
う
改
正

主
な
内
容
は
、
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
及
び

利
用
特
定
個
人
情
報
の
定
義
を
追
加
す
る
こ
と
な

ど
で
す
。

施
行
日
は
公
布
の
日
か
ら
で
す
。

条
例
案
は
マ
イ
ナ
法
等
一

部
改
正
案
の
具
体
化
で
あ

り
反
対	

諸
根
善
昭（
日
本
共
産
党
）

反対討論　
本
条
例
案
の
根
拠
で
あ
る
令
和
５
年
法
律
第
48

号
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
等
の
一
部
改
正
法
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
利
用
範
囲
の
拡
大
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
利
用
及
び
情
報
連
携
に
係
る
規
定
の
見
直
し
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証
の
一
体
化
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
・
利
用
促
進
、
戸

籍
等
の
記
載
事
項
へ
の
「
氏
名
の
振
り
仮
名
」
の

追
加
、
公
金
受
取
口
座
の
登
録
促
進
で
あ
り
、
日

本
共
産
党
は
反
対
し
た
。

　
本
条
例
改
正
案
は
、
規
定
の
形
式
的
整
備
に
と

ど
ま
ら
ず
、
こ
の
法
の
規
定
の
具
体
化
で
あ
る
。

個
人
情
報
保
護
の
見
地
か
ら
問
題
で
あ
り
、
反
対

す
る
。

議
案
第
36
号
　
蓮
田
市
家
庭
的
保
育
事
業
等

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
一
部

改
正
に
伴
う
改
正

主
な
内
容
は
、
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
等
の

職
員
の
配
置
基
準
を
満
３
歳
以
上
満
４
歳
に
満
た

な
い
児
童
に
つ
い
て
は
、「
お
お
む
ね
20
人
に
つ

き
１
人
」
か
ら
「
お
お
む
ね
15
人
に
つ
き
１
人
」
へ
、

ま
た
、
満
４
歳
以
上
の
児
童
に
つ
い
て
は
、「
お

お
む
ね
30
人
に
つ
き
１
人
」
か
ら
「
お
お
む
ね
25

人
に
つ
き
１
人
」
に
改
正
す
る
も
の
で
す
。

施
行
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
で
す
。

議
案
第
37
号
　
蓮
田
市
地
区
計
画
区
域
内
に

お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例

高
虫
西
部
地
区 

地
区
計
画
区
域

内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関

す
る
条
例
を
制
定

主
に
高
虫
西
部
地
区 

地
区
計
画
の
地
区
整
備

計
画
が
定
め
ら
れ
た
区
域
に
お
い
て
、
建
築
物
の

用
途
の
制
限
、
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
、
壁
面
の

位
置
の
制
限
、
高
さ
の
最
高
限
度
、
緑
化
率
の
最

低
限
度
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
る
も
の
で
す
。

施
行
日
は
令
和
６
年
８
月
１
日
で
す
。

議
案
第
38
号
　
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て

蓮
田
市
総
合
市
民
体
育
館
大
規
模
改

修
及
び
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
増
築
工
事

（
建
築
工
事
）
の
請
負
契
約
を
締
結

工

事

名
　 

令
和
６
年
度 

蓮
田
市
総
合
市
民

体
育
館
大
規
模
改
修
及
び
サ
ブ
ア

リ
ー
ナ
増
築
工
事（
建
築
工
事
）

工
事
箇
所
　
蓮
田
市
大
字
閏
戸
２
３
４
３
番
地
１

契
約
金
額
　
18
億
１
８
０
万
円

工
　
　
期
　 

契
約
締
結
の
日
か
ら
令
和
８
年
１
月

16
日
ま
で

契
約
相
手
　
株
式
会
社
田
中
工
務
店

議
案
第
39
号
　
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て

蓮
田
市
総
合
市
民
体
育
館
大
規
模
改

修
及
び
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
増
築
工
事
（
電

気
設
備
工
事
）
の
請
負
契
約
を
締
結

工

事

名
　 

令
和
６
年
度 

蓮
田
市
総
合
市
民

体
育
館
大
規
模
改
修
及
び
サ
ブ
ア

リ
ー
ナ
増
築
工
事（
電
気
設
備
工
事
）

工
事
箇
所
　
蓮
田
市
大
字
閏
戸
２
３
４
３
番
地
１

契
約
金
額
　
７
億
１
２
５
８
万
円

工
　
　
期
　 

契
約
締
結
の
日
か
ら
令
和
８
年
１
月

16
日
ま
で

契
約
相
手
　 

株
式
会
社
エ
ル
テ
ッ
ク
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン

　今定例会における市長からの行政報告は11件で、次

のとおりです。

１　令和６年能登半島地震の対応状況について

２　�令和５年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況

について

３　第16回ふるさと水辺ウオークについて

４　第34回商工祭さくらまつりについて

５　�第 30回ふれあいランド（蓮田市障がい者（児）スポー

ツ大会）について

６　�特定健康診査・後期高齢者健康診査・がん検診につ

いて

７　高虫西部地区産業団地整備事業の進捗状況について

８　�令和５年度蓮田市定例監査兼行政監査結果の報告に

ついて

９　蓮田市の未来を語る子ども議会について

10　蓮田市・松川町小学校交流事業について

11　各部の主な事業の進捗状況について

市長の行政報告
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議
案
第
40
号
　
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て

蓮
田
市
総
合
市
民
体
育
館
大
規
模
改

修
及
び
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
増
築
工
事
（
機

械
設
備
工
事
）
の
請
負
契
約
を
締
結

工

事

名
　 

令
和
６
年
度 
蓮
田
市
総
合
市
民
体

育
館
大
規
模
改
修
及
び
サ
ブ
ア
リ
ー

ナ
増
築
工
事（
機
械
設
備
工
事
）

工
事
箇
所
　
蓮
田
市
大
字
閏
戸
２
３
４
３
番
地
１

契
約
金
額
　
８
億
４
８
１
０
万
円

工
　
　
期
　 

契
約
締
結
の
日
か
ら
令
和
８
年
１
月

16
日
ま
で

契
約
相
手
　
ア
サ
ヒ
住
建
株
式
会
社

議
案
第
41
号
　
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

損
害
賠
償
請
求
事
件
に
関
し
訴
え

を
提
起

令
和
３
年
３
月
27
日
に
国
指
定
史
跡
黒
浜
貝

塚
地
内
（
北
側
椿
山
の
ム
ラ
）
の
樹
木
を
伐
採
し
、

市
が
管
理
す
る
史
跡
を
損
壊
し
た
こ
と
に
対
し
て
、

損
害
賠
償
請
求
を
行
い
ま
し
た
が
、
相
手
方
が
こ

れ
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
訴
え
を
提
起
す

る
も
の
で
す
。

※
継
続
審
査
（
第
１
回
臨
時
会
P12
・
P13
参
照
）

議
案
第
42
号
　
令
和
６
年
度
蓮
田
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

新
た
に
住
民
税
非
課
税
と
な
る
世
帯
へ

の
支
援
金
、
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
へ

の
こ
ど
も
加
算
支
援
金
な
ど
を
計
上

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
９
億
２
８
１
万
２
０
０
０
円
を
追
加
し
、
予
算

総
額
を
２
２
０
億
５
３
８
１
万
２
０
０
０
円
と
す

る
も
の
で
す
。

　
歳
出
の
主
な
も
の
と
し
て
、
民
生
費
で
は
、
新
た

に
住
民
税
非
課
税
と
な
る
世
帯
へ
の
支
援
金
、
低
所

得
の
子
育
て
世
帯
へ
の
こ
ど
も
加
算
支
援
金
、
定
額

減
税
し
き
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
所
得
水
準
の
か
た

等
に
対
す
る
給
付
金
並
び
に
こ
れ
ら
を
支
給
す
る
た

め
の
経
費
を
計
上
。
ま
た
、
民
間
学
童
保
育
所
の
新

設
に
伴
う
準
備
費
用
や
運
営
費
へ
の
補
助
金
を
計
上
。

　
衛
生
費
で
は
、
令
和
６
年
度
か
ら
定
期
接
種
と

な
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
に

つ
い
て
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者
や
60
歳
以
上
65
歳

未
満
で
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
の
機
能
に
障
害
が

あ
る
か
た
等
が
、
３
０
０
０
円
の
自
己
負
担
で
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
必
要
な
経
費
を
計
上
。

　
土
木
費
で
は
、
公
園
整
備
事
業
と
し
て
蓮
田
松

韻
高
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
近
く
に
バ
ス
転
回
場
を
整
備

す
る
た
め
の
経
費
を
計
上
。

議

動

議
案
第
41
号
　
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
に
対

す
る
継
続
審
査
の
動
議

　
こ
の
動
議
は
、「
議
案
第
41
号
訴
え
の
提
起
に

つ
い
て
が
、
委
員
会
審
査
終
了
後
に
新
た
な
事
実

が
出
て
き
た
こ
と
か
ら
、
事
実
の
正
当
性
も
含
め
、

こ
の
ま
ま
可
否
を
判
断
す
る
こ
と
が
適
当
か
ど
う

か
、
慎
重
に
審
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
」
と
の
理

由
で
、
民
生
文
教
委
員
会
に
再
付
託
の
う
え
、
継

続
審
査
を
求
め
る
動
議
と
し
て
、
関
根
守
男
議
員

ほ
か
３
名
か
ら
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
採
決
の
結
果
、
こ
の
動
議
は
賛
成
多
数
で
可
決
。

　
市
民
の
み
な
さ
ん
が
市
政
な
ど
に
つ

い
て
、
直
接
市
議
会
に
要
望
で
き
る
制

度
が
「
請
願
」
で
す
。

　
提
出
さ
れ
た
請
願
は
、
内
容
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
担
当
の
常
任
委
員
会
に
ゆ

だ
ね
ら
れ
、
慎
重
に
審
査
が
行
わ
れ
ま

す
。

　
委
員
長
は
、
こ
の
審
査
の
結
果
を
議

長
に
報
告
し
ま
す
。

　
本
会
議
で
は
、
審
査
結
果
を
も
と
に
、

質
疑
や
討
論
を
行
い
、
採
択
か
不
採
択

か
の
決
定
を
し
ま
す
。
こ
の
結
果
に
つ

い
て
は
、
請
願
を
提
出
し
た
代
表
者
に

通
知
を
し
ま
す
。

［
提
出
で
き
る
人
］

　
請
願
は
、
だ
れ
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

蓮
田
市
以
外
の
か
た
、
外
国
人
、
未
成

年
者
、
あ
る
い
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
等
の
法
人
で

な
い
団
体
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

［
提
出
の
時
期
］

　
各
定
例
会
が
開
か
れ
る
８
日
前
ま
で

に
議
会
事
務
局
（
市
役
所
３
階
）
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

［
紹
介
議
員
］

　
請
願
に
は
１
人
以
上
の
紹
介
が
必
要

で
す
。（
紹
介
議
員
の
署
名
ま
た
は
記

名
押
印
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。）

［
請
願
書
の
書
き
方
］

　
書
式
に
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

右
図
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

①
内
容
は
わ
か
り
や
す
く
。

② 

道
路
・
下
水
の
整
備
な
ど
は
、
略
図

を
付
け
場
所
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

③ 

署
名
欄
に
は
住
所
・
氏
名
を
記
載
し
、

押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

※	

請
願
者
の
住
所
・
氏
名
は
、
一
般
に

公
開
さ
れ
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
陳
情
書
の
取
り
扱
い
は

　
陳
情
書
の
様
式
、
提
出
先
な
ど
は
請

願
と
同
じ
で
す
が
、
議
員
の
紹
介
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
陳
情
書
の
本
会
議
で
の
取
り

扱
い
は
、
議
場
配
布
の
み
と
な
り
ま
す
。

▶▶▶▶請願・陳情はこのように◀◀◀◀

○
○
○
○
○
○
○
に
関
す
る

請
願
書

　
紹
介
議
員（
署
名
ま
た
は
記
名
押
印
）

○
　
○
　
○
　
○
　

印

件
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
○
○
○
○
○
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　

要
旨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
方
自
治
法
第
百
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、

右
の
と
お
り
請
願
書
を
提
出
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
年
　
月
　
日

請
願
者
（
法
人
の
場
合
は
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

　
　
　
　
住
　
所

　
　
　
　
氏
　
名
　
○
　
○
　
○
　
○
　
印

ほ
か
　
　
名

蓮
田
市
議
会
議
長

　
○
○
　
○
○
　
様
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